
ー
　
▲
　
-

こ

･

　

l

t

l

.
･
.
/
,
/
∫

敦
案
窮
三
十
号

三
朝
町
消
防
団
負
の
定
員
'
任
免
､
給
与
､
服
務
等
に
禦
去
粂
伽
の
軌
定
に

つ
S
て

次
の
と
お
旦
二
朝
町
消
防
団
負
の
定
員
､
任
免
,
給
与
､
根
誓
,
.
i
l
等
る
粂
例
を
軌
定
す
る
J
J
と

竺
い
て
'
地
方
自
治
法
(
解
和
二
十
二
年
法
律
聖
ハ
十
-
)
鼻
九
十
六
条
警
視
の
簸
定
に

上
身
'
本
義
会
の
L
m
決
を
求
め
る
O

昭
和
四
十
五
年
二
月
十
二
日

三

朝

町

長

　

　

坂

　

　

出

　

　

雅

　

　

巳

栗
四
讐
責
弐
月
始
責
日
原
索
可
決

･

､

　

三

朝

町

碧

雲

牧

田

禎

輔

猿

･

E

識

長

和



第
十
四
輪
　
防
災
　
(
消
防
甲
只
の
定
員
､
什
鬼
､
給
与
､
服
務
等
に
関
す
る
条
例
)

六
九
二
四

三
明
町
消
防
団
貝
の
定
員
'
任
免
､
給

与
'
服
務
等
に
関
す
る
条
例

(
加
㌦
㌔
　
月
　
E
:
h
)

(
趣
旨
)

第
l
条
　
こ
の
条
例
は
､
消
防
組
織
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
待
妨
二
百
1
1
｢
六

号
)
餌
十
五
条
の
l
及
び
泊
十
五
条
の
六
の
視
た
に
粥
,
つ
き
､
　
町
非
常

勤
の
消
防
団
員
(
以
下
｢
同
氏
｣
と
い
-
C
)
の
班
員
､
任
E
Z
､
給
与
､
分
限

及
び
懲
戒
､
眼
猫
そ
の
他
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
.

l

∵

.

r

_

i

､

聖
条
岡
見
の
定
数
は
'
一
号
J
J
中
人
と
す
る
o

(
作
用
)

第
三
条
　
消
防
団
長
(
以
下
｢
団
長
｣
と
い
-
0
)
は
､
消
防
団
り
推
薦
に
基
つ

き
､
町
反
か
任
命
し
そ
の
他
の
団
員
は
､
次
の
各
号
の
資
格
を
有
す
る
も
の

の
-
ち
か
ら
町
民
の
容
認
t
t
L
柑
て
､
比
良
が
任
A
M
す
る
o

l
　
東
町
に
居
住
し
､
又
は
勤
務
す
る
年
令
十
八
才
以
上
の
者

二
　
恵
挫
室
田
､
か
つ
身
体
虹
鮎
な
考
で
消
防
職
務
1
b
i
l
刀
全
に
遂
行
し
得
る

者

(
欠
格
事
項
)

第
四
条
　
次
の
各
∩
つ
り
l
に
該
当
す
る
P
q
l
は
､
臼
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
た

1
　
禁
治
熊
山
小
文
は
準
禁
治
産
者

二
　
禁
は
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
､
そ
の
執
行
か
終
わ
る
ま
で
の
者
又
は
そ

の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
潰

≡
　
約
六
条
の
規
定
に
よ
り
免
枇
り
処
分
を
受
け
r
当
該
処
分
の
口
か
ら
二

年
を
経
過
し
な
い
老

四
　
六
月
以
上
の
売
捌
に
わ
た
り
居
住
地
を
渋
れ
て
生
活
す
る
こ
と
を
箱
と

す
る
}
=

(
分
限
)

第
五
条
　
任
へ
叩
椛
者
は
'
同
氏
が
次
の
各
号
の
l
に
該
当
す
る
槻
合
に
お
い
て

は
､
そ
り
背
だ
反
し
て
こ
れ
を
縫
任
し
､
文
は
免
伐
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

一
勤
務
尖
誌
か
良
-
な
い
塙
告

二
　
身
心
の
殻
還
り
た
め
､
芯
坊
の
遂
行
に
支
持
か
t
S
り
､
又
は
こ
れ
に
た

え
な
い
鳩
へ
]

三
　
前
二
m
ゲ
に
糊
定
す
る
場
合
の
ほ
か
田
員
に
必
要
な
適
格
性
を
欠
-
槻
合

四
　
定
数
の
改
府
又
は
予
許
の
減
少
に
よ
り
退
点
を
牛
じ
た
初
台

2
　
E
q
白
は
､
次
の
各
ち
の
l
に
該
当
す
る
に
軍
つ
た
と
き
は
､
そ
り
身
分
を

失
-
U

l
　
前
条
第
1
1
1
ロ
ウ
な
除
く
各
号
の
1
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
〇

二
　
第
三
条
約
言
可
に
該
当
し
な
-
な
っ
た
と
き
｡

｢
F
聖
･
i
.
<
'

第
六
条
　
任
命
権
者
は
､
団
員
が
次
の
各
号
の
1
に
該
当
す
る
と
き
は
'
こ
れ

に
対
し
懲
戚
処
分
と
し
て
'
戒
皆
､
停
職
又
は
免
職
す
る
と
と
が
で
き
る
o

一
消
防
に
関
す
る
法
令
'
条
例
又
は
規
見
目
に
迅
反
し
た
と
き
D

二
　
職
務
上
の
義
務
に
迩
反
し
､
又
は
職
務
を
怠
っ
た
と
き
o

l
二
　
団
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
が
あ
っ
た
と
き
｡

2
　
停
職
は
､
1
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
行
な
-
o

第
七
粂
　
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
処
分
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
､
町
規
則
で

〔
∵
1
7
.
,
(
.
.

(
侶
務
規
律
)

幕
<
条
　
同
色
は
､
田
良
の
招
集
に
よ
っ
て
出
動
L
t
職
務
に
従
事
す
る
も
の

と
す
る
｡
ま
た
'
.
F
=
集
を
受
け
な
い
切
合
で
も
つ
て
も
､
水
火
災
そ
り
他
の

災
害
の
発
生
を
知
っ
た
と
き
は
､
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
直

ち
に
出
動
し
､
職
務
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

第
九
条
　
団
員
で
あ
っ
て
､
十
R
以
卜
居
住
地
を
離
れ
る
場
合
は
､
比
良
に
あ

つ
て
は
町
長
に
､
そ
の
他
の
額
に
あ
っ
て
ほ
E
長
に
E
E
Z
け
把
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
o
た
だ
し
r
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
団
員
の
半
数
以
上
が
同
時
に
居

住
地
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

〔
島
中
Ⅹ
〕

第
十
粂
　
凹
員
は
､
職
務
ヒ
知
り
紹
た
秘
麿
を
､
他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な

い
｡

第
十
L
条
　
団
員
は
､
消
防
団
の
正
常
な
運
営
を
阻
苫
し
､
若
し
く
は
､
著
し

く
そ
の
活
動
能
率
を
低
下
さ
せ
る
等
の
集
団
的
行
動
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な

い
･
1･,,.;f･,

第
十
二
条
　
岡
見
に
は
､
別
表
1
に
定
め
る
蒲
副
を
支
給
す
る
｡

(
梁
川
弁
倍
)

第
十
]
I
I
条
　
団
員
が
水
火
災
､
警
戒
､
訓
純
等
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合
に
お

い
て
は
､
別
表
一
一
に
定
め
る
投
川
井
倍
を
支
給
す
る
D

止
■
⊥
ま
T
t
寸
書
ユ
】
一
1
L

(
公
務
災
宗
慣
)

第
十
E
l
粂
　
川
員
が
公
務
に
よ
り
死
亡
､
負
傷
L
t
若
し
く
は
疾
順
に
か
か

り
､
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
､
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
(
死
亡
し
､
若
し
-
は

磨
疾
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
'
そ
の
団
員
又
は
そ
の
者
の
迫
族
)
若
し

く
は
被
扶
義
手
に
対
し
損
害
を
補
償
す
る
0

2
　
公
務
災
害
補
償
の
鮎
及
び
支
給
方
法
に
つ
い
て
は
､
別
に
定
始
る
｡

(
退
職
戟
偵
金
)

第
十
五
条
　
口
員
が
退
職
し
た
糾
合
に
お
い
で
は
､
そ
の
昔
(
死
亡
に
よ
る
退

第
十
四
編
　
防
災
　
(
消
防
団
員
の
定
員
､
任
免
､
給
与
'
服
琴
等
に
関
す
る
条
例
)

六
九
二
五



詩
十
四
編
　
防
災
　
(
消
防
団
員
の
定
員
､
任
免
､
給
与
､
腰
考
等
に
関
す
る
条
例
)

六
九
二
六
T
K
九
六
〇
)

〔
島
中
Ⅹ
〕

職
の
場
合
に
は
そ
の
遺
族
)
に
退
職
報
償
金
を
支
給
す
る
｡

退
職
報
償
金
の
額
及
び
支
給
方
法
に
つ
い
て
は
､
別
に
定
め
る
o

附

　

則

(
施
行
期
日
)

こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

l
氏
朝
町
消
訪
団
員
の
定
員
､
任
免
､
給
与
､
服
務
等
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
)

宗
小
町
消
防
団
白
の
定
員
､
任
免
､
給
与
､
服
務
等
に
関
す
る
条
例
(
昭

和
一
ン
ー
ー
年
　
p
7
条
例
第
一
古
号
o
以
下
｢
旧
条
例
｣
と
い
-
0
)
は
'
廃

止
す
る
｡

(
経
過
措
置
)

こ
の
条
例
施
行
の
原
､
□
条
例
に
よ
-
現
に
消
防
j
z
l
長
及
び
そ
の
他
の
j
j

員
の
職
に
在
る
者
は
'
こ
の
条
例
に
よ
り
任
托
さ
れ
た
消
防
F
長
及
び
臣
民

の
職
に
相
当
す
る
職
に
在
る
名
と
み
な
し
'
任
期
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て

は
､
そ
の
任
期
は
'
従
前
の
乱
短
に
よ
る
任
j
f
又
は
就
任
の
目
か
ら
こ
れ
を

起
算
す
る
｡
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一

～

～
霊
の
讐
嘉
を
負
,
芸
掛
の
篭
旅
行
す
る
と
-
誓
霊
芝
S
て
牲
芸
相
▲

■

ノ

鼓
灘
.
凧
哉
長
持
つ
S
t
J
は
L
等
披
相
当
晩
そ
の
他
吟
醸
見
好
う
~
い
t
J
抜
三
等
敵
襲
当
娘
と

i

み

な

し

費

用

井

伏

を

す

る
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川

=

　

　

E

j

年

　

.

T

　

一

i

B九
､
蕊
r
3
U
的

班

　

　

良

日
数
草
袈
貞
　
　
｢
仰
､
乱
し
E
L
U
 
I

引
町
i
L
g
i
襲
卜
良
　
三
､
m
 
C
 
U
 
H

車
繋
厨
′
　
.
こ
､
八
'
j
 
F
j
 
E

引
可
識
蛍
鼻

V
望
蔽
　
戟
L
L
L
.
i

引
可
搬
恵
良

二
､
八
　
U
t
 
j
 
i
r

1
ニ
､
止
し
O
 
r
i
.

1
)
.
.
A
 
U
.
3
円

臥

,

衆

二

　

藍

　

L

E

　

弄

　

隈

i
P
q

水

　

火

　

災

　

の

　

積

　

食

暫

　

務

　

の
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他
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